
経営事項審査制度について

１．経営事項審査が必要な建設工事

建設業法第２７条の２３第１項の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を

発注者から直接請け負おうとする建設業者は 「経営事項審査」を受けなければなりません。、

「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」

＝ 公共団体等が発注する建設工事で、一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっ

ては税込1,500万円以上、その他の建設工事にあっては税込500万円以上のもの

【備考】 経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表

［国］

［地方公共団体（県、市町村、地方公共団体の組合｛一部事務組合・全部事務組合・役場事務組合 、財産区、地方開発事業団）]｝

［独立行政法人（その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するも

のとして、財務大臣が指定をしたもの、建設業法施行規則第18条に定めるものに限る ］。）

[地方独立行政法人]

［公庫・銀行］

沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫、日本政策

投資銀行、農林漁業金融公庫

［事業団］

日本下水道事業団、日本私立学校振興・共済事業団

［基金］

社会保険診療報酬支払基金、年金資金運用基金、消防団員等公務災害補償等共済基金

［振興会］

日本小型自動車振興会、日本自転車振興会

［センター］

日本司法支援センター

［協会］

日本中央競馬会、日本放送協会、公害健康被害補償予防協会、地方競馬全国協会

［機構］

雇用・能力開発機構

［公社］

地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、日本郵政公社

［組合等］

水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農林漁業団体職員共済組合

［研究所等］

国立大学法人、大学共同利用機関法人、港務局

［会社等］

東京湾横断道路建設事業者、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社、日本環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会

社、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、九州旅客鉄道株式

会社、四国旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株

式会社、日本貨物鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、東日本高速道路

株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社

※財団法人や社会福祉協議会は、対象外です。



２．審査基準日

審査基準日は、経営事項審査の申請日の直前の事業年度の終了の日（＝決算日）です。

、 、 、ただし 新規設立法人又は新たに事業を開始した個人で 最初の事業年度を終了していない場合は

設立日又は事業開始日が審査基準日となります。

また、合併の場合は、合併後最初の事業年度の終了日を待たず、合併期日又は合併登記の日を審査

基準日とすることができます。

３．経営事項審査結果の有効期間

経営事項審査を受けていなければ請け負うことができない建設工事（以下「公共工事」という ）。

について発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交

付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日（＝直前の事業年度終了の日）から１年７月の間に限

られています。

従って、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から１年７月間

の”公共工事を請け負うことができる期間”が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査

を受けることが必要となります。

注意事項

① 毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年経営事項審査を受けることが

必要となります。

② 『公共工事を請け負うことができる期間』は、申請の時期にかかわらず審査基準日から１年７月

とされていますので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、その分だけ『公共工事を請け負うこ

とができる期間』が継続せずに、切れ目ができてしまう（＝公共工事を請け負うことができない期

間ができてしまう）ことがあります。

単に申請を行っただけでは、公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果通知の交付③

を受けていなければなりません。



４．経営事項審査の審査項目

経営事項審査の受審を希望する場合、図の網掛けの部分を熊本県に、白の経営状況の部分を国の登

録を受けた経営状況分析機関にそれぞれ審査申請する必要があります。

区 分 審 査 項 目

(1)経営規模 Ｘ１ ① 完成工事高（業種別）

Ｘ２ ② 自己資本額
③ 利益額（ＥＢＩＴＤＡ）

(2)経営状況 Ｙ ① 純支払利息比率
② 負債回転期間
③ 売上高経常利益率
④ 総資本売上総利益率
⑤ 自己資本対固定資産比率
⑥ 自己資本比率
⑦ 営業キャッシュフロー（絶対額）
⑧ 利益剰余金（絶対額）

(3)技術力 Ｚ ① 技術職員数（業種別）
② 元請完成工事高（業種別）

(4)その他の審査項目 Ｗ ① 労働福祉の状況
② 建設業の営業年数
③ 防災活動への貢献の状況
④ 法令遵守の状況
⑤ 建設業の経理に関する状況
⑥ 研究開発の状況

（注）網掛けの部分は県が、白の部分は経営状況分析機関が審査します。

５．評点項目の激変緩和措置

建設業者のリストラ推進による評点の激変緩和措置により、以下の評点については、それぞれに、

選択が可能です。

激変緩和措置(①か②の選択)

評 点 項 目 ① ②

工事種類別の年間平均完成工事高(Ｘ1）

連動 ２年平均 ３年平均

工事種類別の年間平均元請完成工事高(Ｚ）

自己資本額 基準日現在 ２年平均

（注１）Ｚの「工事種類別の年間平均元請完成工事高」については「工事種類別の年間平均完成工

事高」の選択に自動的に連動します。

（注２）前回、申請した選択と違ってもかまいません。

６．総合評定値の算定式

各審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準によりそれぞれ評点を算定し、次の算式により

建設工事の種類ごとに経営事項審査の総合評定値を算定します。

総合評定値 Ｐ＝0.25×Ｘ１＋0.15×Ｘ２＋0.20×Ｙ＋0.25×Ｚ＋0.15×Ｗ


